
 

 

 

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等 

 

１ 許認可等の内容 民間あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可 

 

２ 根拠法令・条項 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する 

          法律（平成２８年法律第１１０号）第６条第１項 

 

３ 整理番号 申Ｄ２８－１１０－６条 １項－２０１８０１０４  

 

４ 関連する法令の規定及び解釈文書等 

  関連する法令の規定 

   民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 

   （平成２９年政令第２９０号）第１条（欠格条項） 

 

５ 審査基準 

 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」 

 （平成２８年１２月１６日法律第１１０号）第７条第１項（許可の基準等） 

 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則」 

 （平成２９年１１月２７日厚生労働省令第１２５号）第２条第１項（許可の基準等） 

 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行に 

 ついて」（平成２９年１１月２７日厚生労働省子ども家庭局長通知）Ⅱ２許可の基準等（１） 

 

６ 審査基準設定の経緯 

  新規設定：平成３０年１月４日備付け 

   

７ 標準処理期間 

  ２０日 

 

８ 標準処理期間設定の経緯 

  新規設定：平成３０年１月４日備付け 

   

９ 許認可等を行う権限を有する行政庁 

  知事 

 

１０ 担当機関（申請先） 

  福祉部こども安全課総務・児童相談担当（県庁内線３３３５） 

   

１１ 備考 

  ○注１ 用紙の大きさは、図面等を除きＡ４判としてください。 

  ○注２ 標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべ

    き標準的な、目安となる期間のことですので、申請の内容や申請の混み具合などによっ

    て、実際の処理期間がこれを超えることがあります。 

       また、次の期間は処理期間に算入されませんので、御注意ください。 

      ①申請を補正するために要する期間 

      ②行政庁の執務が行われない県の休日（日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律の休 

            日及び１２月２９日から１月３日まで） 

      ③申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間 

      ④審査のために必要なデータを追加するための期間 

  


